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※eGFR値等の腎機能関連検査値を手帳に記入することの可否などの詳細な運用は、施設ごとに医師と話し合い、院内のコンセンサスを得てから開始すること。

外来・入院

腎シール適応後の
運用方法および注意点

医師がシール貼付を必要と判断した
（eGFR値、その他検査値、病態を総合的にみて）

eGFR値　45mL/min/1.73m2　未満が 3回継続している患者

・お薬手帳の表紙右上に腎シールを貼付する。
 貼付する際は腎シールのチェックボックスにチェックを入れる。
・お薬手帳に腎機能検査日、eGFR値、その他可能な腎機能関連検
査値（尿たんぱく等）を記入する※
・院外薬局に貼付を依頼する場合、処方箋発行時腎シールの発行を
促すコメント（例：GFR確認済み、腎シール依頼）を処方箋備考欄へ
記載してもらう。
・腎シールが貼付されたお薬手帳を新たに更新する際には、新たな
お薬手帳を発行する薬剤師が責任をもって新しい手帳にも腎シール
を貼付する。
・調剤薬局から疑義紹介があった場合は医師へ問い合わせをするな
ど適切に対応する。

腎シール適応外

医師から患者またはその家族へ腎シールを貼
付することの目的等の説明が行われ、患者の
同意が得られた

腎シール適応外 腎シール適応

腎シール適応外
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※eGFR値等の腎機能関連検査値を手帳に記入することの可否などの詳細な運用は、施設ごとに医師と話し合い、院内のコンセンサスを得てから開始すること。


